
、

、

、、

、、

、

、

、 、 、
、
、 、

、
、

、

、

、

　０

２

２

２ ２

※
個別の特別控除

※各人に給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合は、各人の給与
所得又は公的年金等に係る雑所得から10万円（給与年金控除）を控除
した金額とする。
　（詳しくは、13ページ表３各種控除一覧表をご覧ください。）

、

、

、

、 、

、 、
、

、



除
控
般
一

個
別
の
特
別
控
除

の
そ

他
の
特
別
控
除

身障者手帳1・2級、戦傷病者手帳特別項症～第3項症、
療育手帳A　A、精神障害者保健福祉手帳1級等

特別障害者
控 除

1 人につき
40万円

、

（各年齢については、入居可能日を基準日とする。）

、

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人

２

３

同 居 者 控 除
別居の扶養親族
控 除

寡 婦 控 除

ひとり親控除

障 害 者 控 除

老人同一生計
配 偶 者 控 除
老人扶養親族
控 除
特定扶養親族
控 除

給与所得者控除
又は

公的年金等所得者控除
除
控
金
年
与
給

申込家族のうち申込者以外の方

同居の親族以外で、所得税法上の扶養親族控除の対象と
して認められている方

合計所得金額（※）が500万円以下のうち、次のいずれか
に当てはまる方（ひとり親控除に該当する方を除く。）
①夫と離婚した後婚姻していない方のうち、扶養親族を有
する方
②夫と死別した後婚姻をしていない方、又は夫の生死が明
らかでない方
※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある
者は対象外とします。
婚姻していないことまたは配偶者の生死の明らかでない
人のうち次の３要件全てにあてはまる方　①事実上婚姻関
係と同様の事情にある者がいない　②生計を一にする子
がある（他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていな
い総所得金額が58万円以下の子に限る）　③合計所得金
額が500万円以下
※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある
者は対象外とします。
申込者又は一般控除対象者の中で障害者手帳などを交付
されている方

所得税法の同一生計配偶者のうち、年齢70歳以上の方

所得税法の扶養親族で、年齢70歳以上の方

所得税法の扶養親族で、年齢16歳以上23歳未満の方
（配偶者を除く）

申込者本人又は同居予定親族のうち、給与所得又は公的
年金等に係る雑所得を有する方
※給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る
雑所得の金額がある方で、当該給与所得控除後の給与等
の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10
万円未満である場合には、当該合計額

1人につき
38 万円

1 人につき
その人の所得から
27 万円

（所得が27万円
以下の方はその
所得金額）

1人につき
その人の所得から
35 万円

（所得が35万円
以下の方はその
所得金額）

1人につき
27 万円

1 人につき
10 万円
1 人につき
10 万円
1 人につき
25 万円

1 人につきその人の給
与所得又は公的年金
等に係る雑所得から
10 万円

（所得が10万円以下
の方はその所得金額）

、、

、

、、

、
、

、、

、

２１

１

１

３

２

１
１

７

１人 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人

表１

２ ２

３

２

１



寡 婦

ひ と り 親

個別の特別控除

（各年齢については、入居可能日を基準日とする。）

、

、

、

３～５ ２～５

給与所得者又は
年金所得者は 　 
により算出した
金額から10万円
控除（給与年金
控除）した金額

27万円

35万円

1,900,000円未満は
端数整理しません

1,900,000円以上
6,600,000円未満

651，000円未満
651，000円以上

1，900，000円未満
1，900，000円以上
3，600，000円未満
3，600，000円以上
6，600，000円未満
6，600，000円以上
8，500，000円未満

650，000円

、 、

、

、
、

、

、、

、

、

、

、

、

が１～７

が１～７

７ １ １ ７

７ １
１

１

１１

７

１
１１

７

７

７



現在のパート先に令和７年12月１日から勤務

令和７年分給与等の源泉徴収票

使用申込書の様式１に勤務先から令

和７年１２月～募集月前月までの月別

の給与賞与証明及び募集月～令和８

年11月の支給見込額の証明

親
り
と
ひ

、

、

、

令和７年分

　（給与年金控除）

　（給与年金控除）

１，９００，０００円未満なので端数整理しません

６５０，０００ ４９３，０００

４９３，０００ １４５，０５０

R7.12.25

R8.1.25

R8.2.25

R8.3.25

R8.4.25

R8.5.25

R8.6.25

R8.7.25

R8.8.25

R8.9.25

R8.10.25

R8.11.25

8

R7.12.1

令和７年分

令和７年分厚生年金令和７年分源泉徴収票

国民年金令和７年分源泉徴収票

源泉徴収票がない場合は改定通知書、支払通知
書から令和６年分の収入を計算します。
令和６年の途中から年金を受給した方は、年金
額決定通知書から計算します。

　（給与年金控除）

（各年齢については、入居可能日を基準日とする。）

、

、

、



厚生年金令和７年分源泉徴収票、
令和７年分給与等の源泉徴収票

令和７年分

令和７年分

支 払 金 額

※給与所得の金額及び年金所得の金額があり、その合計
額が10万円を越えるものに係る総所得金額を計算す
る場合には、当該給与所得の金額（上限10万円）及
び当該年金所得の金額（上限10万円）の合計額から
10万円を控除した残額を、給与所得の金額から控除
する。

２

　（給与年金控除）

、

（※所得金額調整控除分）

ひとり親控除

ひとり親控除該当者の所得が

（令和７年分確定申告書（控）より）

令和７年分所得税確定申告書（控）

（令和７年分所得税確定申告書（控）

ひとり親控除は子供の
人数分を控除するのでは

ありません

（各年齢については、入居可能日を基準日とする。）

、

、
、

１

、



、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第　 　条第　 　項に規定する被害者
（同法第 条の　 　に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。）でイ、ロ又
はハのいずれかに該当する方
イ　同法第　 　条第　 　項第　 　号の規定による一時保護、同法第　 　条の規定による女性自立支
援施設における保護又は児童福祉法（昭和 年法律第 号）第 条第　 　項の規定によ
る母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して　 　年を経過していない方

ロ　配偶者暴力防止等法第 条第　 　項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った
者で当該命令がその効力を生じた日から起算して　 　年を経過していない方

ハ　女性相談支援センター等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が
発行されている方

方
方

方

方

方

、 、
、

、

、

、 、

、

、

、、

、

（各年齢については、入居可能日を基準日とする。）

、 、

、
、

、 、

、

配偶者（内縁の夫又は妻、パートナーシップ関係にある方及び婚約者を含む）のない方
で、現に20歳未満の子を扶養している方

配偶者（内縁の夫又は妻及びパートナーシップ関係にある方を含み、年齢は問わない）

一般世帯向けの申込資格を満たし、かつ、申込者及び配偶者の合計年齢が、募集期間
末日に 7　5 歳以下の世帯のうち、イ、ロ、ハ又はニのいずれかに該当する世帯

ハ　パートナーシップ関係の場合はパートナーシップ宣誓等を行った日後 3 年以内
　の世帯
ニ

２



　住宅は、生活上支障のないように補修してありますが、壁・天井・台所・板の間等に多少の

汚れが残っている場合があります。

　高層住宅（６階以上の建物）と一部の中層住宅（３～５階建）を除き、エレベーターはあり

ません。

　浴室には、浴槽及び風呂釜は一部の住宅を除いて付いていません。設置費用と退去時の撤去

費用は入居者負担です。

　各住戸に物置が付いています。

　住宅の家賃は、毎年、入居世帯の収入額及び住宅の広さ・立地・古さ等によって変わります。

　入居後は、毎年、世帯員全員の収入の申告が必要です。その額に応じて、家賃額が決定され

ます。また、家賃制度の改定によって家賃額が変更することがあります。

※　家賃決定通知等により収入超過者として認定された場合は、住宅の明渡努力義務が生じ、
通常より高い家賃を支払っていただきます。
　　さらに、高額所得者と認定された場合は、一定期間内に住宅を明け渡していただきます。
　駐車場は、駐車区画に限りがありますので、駐車できない場合があります。

※　駐車場は、有料化（県営住宅家賃とは別に県に納付）しており、一定の基準を満たす方が
使用できます。
　　通路や幼児遊園など駐車が認められない箇所への駐車は、絶対にしないでください。

　事前に部屋をご覧いただくことはできません。（部屋をご覧いただけるのは鍵渡し後（入居手

続完了後）となります。）

※　ただし、「身体障害者向」住宅及び「高齢者専用（シルバーハウジング）」住宅は、入居
資格本審査の必要書類の提出前にご覧いただけますので、詳細については、指定管理者にお
問い合わせください。
　退去に当たって、畳の表替え，ふすまの張替えなどの修繕は退去者負担です。
　なお、その他必要に応じて退去者負担で修繕をお願いする場合があります。

　家賃を３月以上滞納したとき。
　家賃は、毎月末日までに納入しなければなりません。
　家賃を滞納されますと、住宅の明渡請求・差押え等の法的措置をとることになります。
　不正な行為によって入居したとき。
　正当な理由によらず、１５日以上住宅を使用しないとき。
　住宅又は共同施設を故意に破損したとき。
　周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしているとき。
　暴力団員であることが判明したとき。

※　次のような場合は、入居されていても明渡していただくこととなります。
◯

◯
◯
◯
◯
◯

　犬や猫、鳥などの動物を飼うこと、預かることはできません。（犬、猫、鳥などペットの飼
育は絶対にしないでください。）

　県営住宅への入居後、申込者本人が死亡し、又は退去した場合において、同居者が引き続き

県営住宅の居住を希望する場合、申請を行うことができる方は、原則として、現に同居してい

る配偶者及び高齢者等になります。

　パートナーシップ宣誓者２人が入居申込みすることができる県営住宅は、原則、パートナー

シップ証明等の交付を受けた市町に立地する県営住宅に限ります。

、 、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、、

、

、

、 、

２１１
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３

４

３

（死亡を含む。）




